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春季運動会昼休みの食事等の対応について【変更】 
 

 

 小満の候、保護者の皆様におかれましてはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。 

 さて、先の春季運動会の案内においては、保護者の皆様に、校地内での食事についてお控

えいただくようご協力をお願いしておりました。しかし、もろもろのことを勘案して、お昼

休みの食事等への対応について、下記の通り変更します。 

 ついては、変更内容をご確認いただき、子どもの手本となるようルールを守るようご配慮

願います。 

 

記 
 

１ お昼休みは、校地を開放します。飲食についても可能です。 

※ 観覧区域、体育館も昼食場所として利用できます。 

（ただし、午前の演技終了後から午後の演技開始前 12時 50分まで） 

※ 飲食可能場所については、下図を参照されてください。 

２ お昼休みに限り、校地内でのテント、タープ、パラソル等の使用が可能です。  

３ 場所には限りがあるため、各家庭で譲り合って、より多くの人が利用できるようご配慮

お願いします。 

４ お昼休みの過ごし方として、以下のことを守ってください。 

① 午後の部開始、12時 50分までには、シートやテント、タープ、パラソル等   

の荷物を片付けてください。 

  ② ゴミについては、各自が責任をもってお持ち帰りください。 

  ③ 開会前、演技中の場所取りは禁止です。 

 

 

お昼休みは、昼食場所として利用できます。 


